
関係法令（当社製品の主な関係法令該当状況）　　　　製品に適用されるすべての法令を記載しているわけではありません

　　　　　　　　　　　         関係法令

製品
ＰRTR法 毒物及び劇物取締法 消防法（指定数量） 労働安全衛生法*

特定化学物質等障害予防規則

（労働安全衛生法）
その他の主な関係法令

アンモニア水 ー 10%以下：非該当 ー 0.1%以上：該当
第三類物質

1%以下：非該当

水質汚濁防止法, 海洋汚染防止法,

船舶安全法, 航空法,

道路法, 外為法

エタノール ー ー
第四類　引火性液体　アルコール類

指定数量：400L（60%未満：非該当）
0.1%以上：該当 ー

海洋汚染防止法,

船舶安全法, 航空法,

道路法, 港則法

塩酸 ー 10%以下：非該当 ー 0.1%以上：該当
第三類物質

1%以下：非該当

水質汚濁防止法,

船舶安全法, 航空法,

港則法, 道路法, 外為法

苛性ソーダ

（水酸化ナトリウム）
ー 5%以下：非該当 ー 1%以上：該当 ー

水質汚濁防止法, 海洋汚染防止法,

船舶安全法, 航空法,

港則法（水溶液）, 道路法（水溶液）, 外為法

硝酸 ー 10%以下：非該当 ー 1%以上：該当
第三類物質

1%以下：非該当

水質汚濁防止法, 海洋汚染防止法,

船舶安全法, 航空法,

港則法, 道路法, 外為法

重亜硫酸ソーダ ー ー ー 1%以上：該当 ー
海洋汚染防止法,

船舶安全法, 航空法,

外為法

燃料用アルコール

（メタノール70%,

　  エタノール30%）

ー ー
第四類　引火性液体　アルコール類

指定数量：400L（60%未満：非該当）
0.1%以上：該当 ー

海洋汚染防止法,

船舶安全法, 航空法,

港則法, 道路法, 外為法

ポリ塩化アルミニウム

（PAC）
ー ー ー 0.1%以上：該当 ー

水質汚濁防止法, 海洋汚染防止法,

外為法

ホルマリン 0.1%以上：該当 1%以下：非該当
法第九条の三（200kg）

1%以下：非該当
0.1%以上：該当

第二類物質

1%以下：非該当

水質汚濁防止法, 海洋汚染防止法,

船舶安全法（25%以上）, 航空法（25%以上）,

港則法, 道路法, 外為法

メタノール ー 原体：該当
第四類　引火性液体　アルコール類

指定数量：400L（60%未満：非該当）
0.1%以上：該当 ー

海洋汚染防止法,

船舶安全法, 航空法,

港則法, 道路法, 外為法

硫酸 ー 10%以下：非該当
法第九条の三（200kg）

60%以下：非該当
1%以上：該当

第三類物質

1%以下：非該当

水質汚濁防止法, 海洋汚染防止法,

船舶安全法, 航空法,

港則法, 道路法, 外為法

硫酸ばんど

（硫酸アルミニウム）
ー ー ー 0.1%以上：該当 ー

水質汚濁防止法, 海洋汚染防止法,

外為法

　労働安全衛生法*　SDS交付義務対象物質として

　ＳDS交付義務：PRTR法、毒物及び劇物取締法、労働安全衛生法に該当する物質

　※個別についてはSDSをご覧ください。


